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   第 ２ 回   熊本県議会  総務常任委員会会議記録 

 

平成27年６月30日（火曜日） 

            午前10時０分開議 

            午前11時54分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成27年度熊本県一般会計補

正予算（第２号） 

 議案第２号 熊本県知事の権限に属する事

務処理の特例に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

 議案第３号 熊本県職員等退職手当支給条

例及び熊本県職員等の再任用に関する

条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 議案第４号 熊本県恩給並びに他の地方公

共団体の退職年金及び退職一時金の基

礎となるべき在職期間と職員の退職年

金及び退職一時金の基礎となるべき在

職期間との通算に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

 議案第５号 熊本県手数料条例及び熊本県

住民基本台帳法施行条例の一部を改正

する条例の制定について 

 議案第６号 熊本県税条例等の一部を改正

する条例の制定について 

 議案第７号 熊本県工場等設置奨励条例及

び熊本県税特別措置条例の一部を改正

する条例の制定についてのうち 

 報告第１号 平成26年度熊本県一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告についての

うち 

 報告第６号 専決処分の報告について 

 閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に 

  ついて 

 請第２号 ゆうちょ銀行及びかんぽ生命保

険について国への意見書提出を求める

請願 

報告事項 

 ①川辺川ダム問題について 

――――――――――――――― 

出席委員（８人） 

        委 員 長 髙 野 洋 介 

        副委員長 渕 上 陽 一 

        委  員 岩 下 栄 一 

        委  員 池 田 和 貴 

        委  員 小早川 宗 弘 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 西 山 宗 孝 

        委  員 山 本 伸 裕 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 知事公室 

                  公室長 田 嶋    徹 

              危機管理監  能 登 哲 也 

        秘書課長 島 田 邦 満 

        広報課長 吉 永 明 彦 

        危機管理防災課長  沼 川 敤 彦 

  知事公室付政策調整監 平 井 宏 英 

総務部 

         部 長  木 村   敬 

理事兼県中央広域本部長兼 

    市町村・税務局長 永 井 正 幸 

       政策審議監  古 閑 陽 一 

      総務私学局長 加 久 伸 治 

        人事課長 青 木 政 俊 

        財政課長 正 木 祐 輔 

       県政情報文書課長 田 原 牧 人 

首席審議員兼 

総務事務センター長  古 谷 秀 晴 

        管財課長 柳 田 紀代子 



第２回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（平成27年６月30日) 

 - 2 - 

       私学振興課長 橋 本 有 毅 

市町村課長兼 

  県央広域本部総務部長  竹 内  信 義 

         消防保安課長 松 岡 大 智 

               税務課長 斉 藤 浩 幸 

企画振興部 

         部 長 島 崎 征 夫 

       政策審議監 坂 本   浩 

    地域・文化振興局長  山 本 國 雄 

交通政策・情報局長 福 島 誠 治 

  首席審議員兼企画課長 吉 田   誠 

     地域振興課長兼 

  県央広域本部振興部長 横 井 淳 一 

       文化企画・ 

    世界遺産推進課長 本 田   圭 

川辺川ダム総合対策課長  水 谷 孝 司 

      交通政策課長 藤 井 一 恵 

         政策監 小金丸   健 

      情報企画課長 松 永 正 伸 

           統計調査課長  上 田 英 典 

出納局 

    会計管理者兼出納局長 山 本   理 

    首席審議員兼会計課長  瀬 戸 浩 一 

            管理調達課長 田 上 英 充 

人事委員会事務局 

         局 長 宮 尾   尚 

    首席審議員兼総務課長  吉 富   寛 

              公務員課長 井 上 知 行 

監査委員事務局 

         局 長 牧 野 俊 彦 

   首席審議員兼監査監 本 田 雅 裕 

                  監査監 小 原   信 

         監査監 千 羽 一 樹 

議会事務局 

                  局 長 佐 藤 伸 之 

         次長兼総務課長 中 島 昭 則 

               議事課長 塘 岡 弘 幸 

      政務調査課長 冨 永 章 子 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 左 座   守 

     政務調査課主幹 濱 邊 誠 治 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○髙野洋介委員長 皆さんおはようございま

す。 

 それでは、ただいまから第２回総務常任委

員会を開会いたします。 

 まず、開会に当たりまして、一言御挨拶を

申し上げます。 

 さきの委員会で委員長に選任いただきまし

た髙野洋介でございます。 

 今後１年間、渕上副委員長とともに、誠心

誠意、円滑な委員会運営に努めてまいりたい

というふうに思っておりますので、どうぞ委

員の皆様方、また執行部の皆様方におかれま

しても、丁寧な対応をよろしくお願いをいた

します。 

 また、今年度から、国から地方創生という

ような形で議論がこれから活発化するという

ように思っておりますので、特別委員会がな

くなりました今、この総務常任委員会が主と

なり、核となりやっていこうというように思

っておりますので、その点も踏まえて皆様方

の御協力をよろしくお願いを申し上げます。 

 微力ではございますが、精いっぱい頑張っ

てまいりますので、皆様方の御協力を切にお

願いを申し上げまして、挨拶にかえさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、渕上副委員長から御挨拶をお

願いいたします。 

 

○渕上陽一副委員長 皆さんおはようござい

ます。 

 さきの委員会で副委員長に選任いただきま

した渕上でございます。 

 今後１年間、髙野委員長を補佐し、一生懸

命円滑な委員会運営に努めてまいりますの

で、どうかよろしくお願いいたします。 

 また、先生方を初め、執行部の皆様には、
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御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 簡単ではございますが、御挨拶にかえさせ

ていただきます。よろしくお願いします。 

 

○髙野洋介委員長 次に、今回付託されまし

た請第２号について、提出者から趣旨説明の

申し出があっておりますので、これを許可し

たいと思います。 

 請第２号についての説明者を入室させてく

ださい。 

  (請第２号の説明者入室) 

○髙野洋介委員長 おはようございます。説

明者の方に申し上げます。各委員には請願書

の写しを配付しておりますので、説明は簡潔

にお願いをいたします。 

 それでは、説明のほうお願いいたします。 

  (請第２号の説明者の趣旨説明) 

○髙野洋介委員長 趣旨はよくわかりまし

た。後でよく審査をいたしますので、本日は

これでお引き取りください。どうもありがと

うございました。 

  (請第２号の説明者退室) 

○髙野洋介委員長 次に、本日は執行部を交

えての初めての委員会でありますので、幹部

職員の自己紹介をお願いいたします。 

 課長以上については自席からの自己紹介と

し、審議員ほかについては、お手元にお配り

しております役付職員名簿により紹介にかえ

させていただきます。 

 それでは、田嶋知事公室長から、役付職員

名簿の順番により順次お願いいたします。 

  （知事公室長、危機管理監～政務調査課

長の順に自己紹介） 

○髙野洋介委員長 １年間、このメンバーで

審議を行いますので、よろしくお願いをいた

します。 

 それでは、平成27年度の主要事業等説明に

入ります。 

 各課長から、資料に従い説明をお願いいた

します。なお、執行部からの説明は、効率よ

く進めるために着席のまま簡潔にお願いをい

たします。 

 

○平井政策調整監 知事公室でございます。 

 お手元の平成27年度主要事業及び新規事業

の資料４ページをお願いいたします。 

 知事公室、１本です。重要政策事業、

2,000万円を予算計上しております。 

 知事によるトップマネジメントの補佐機

能、県政の重要課題に迅速かつ積極的に対応

するため、調査、調整、事業を実施するため

の経費を計上しております。 

 以上でございます。 

 

○吉永広報課長 広報課でございます。  

 説明資料の５ページをお願いします。 

 まず、広報事業として、県の魅力や特色を

県内外に発信するため、新聞、広報紙、テレ

ビやラジオ、ホームページ等電子媒体を活用

しまして、県内外に向けて情報発信するため

の事業でございます。 

 特に、６ページの上段の首都圏広報強化事

業では、首都圏において、さらなる熊本の認

知度、好感度の向上を図ってまいります。 

 そのほか、マスコミに対して記者会見や報

道資料などによる情報提供を行う報道対応、

県政に関する意見や提言などを頂戴する広聴

事業等を実施しております。 

 広報課は以上でございます。 

 

○沼川危機管理防災課長 危機管理防災課で

ございます。 

 資料おめくりいただいて、７ページをお願

いします。 

 項目を大きく２つ分けておりますが、重点

施策等がある項目２の防災体制の充実強化に

ついて御説明いたします。右の説明欄をお願

いします。 

 １の防災体制の強化等です。 

 (2)予防的避難、住民避難モデル実証事業
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ですが、平成24年７月に発生した広域大水害

の検証を踏まえて、梅雤の時期、台風接近時

などにおいて、明るいうちから予防的に避難

する取り組みを推進するための経費でござい

ます。 

 次に、２の自主防災組織率の向上対策事業

は、市町村の自主防災組織の設置促進や活動

の活性化を図るための経費になります。 

 ８ページをお願いします。 

 ３の各種訓練の実施でございます。 

 (2)の大規模災害時緊急物資物流対処訓練

を新規に実施いたします。これは、九州広域

防災拠点強化整備事業で整備したグランメッ

セヘリポート、消防学校備蓄倉庫に配備した

備品等を活用し、物流に特化した訓練を実施

するもので、本県が掲げる九州を支える広域

防災拠点構想をより実効性のあるものとする

ための訓練です。 

 続きまして、４の九州を支える広域防災拠

点構想の推進ですが、広域防災活動拠点とし

ての機能強化を図るため、以下に記載してお

りますとおり、大規模災害時の防災ヘリ等の

運航調整が行えるヘリ拠点施設の設計、造成

などの３つの事業を行うこととしておりま

す。 

 最後に、５の防災情報通信事業です。 

 これは、主に県防災行政無線の再整備に係

る経費でございます。 

 危機管理防災課は以上でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

○青木人事課長 人事課でございます。 

 めくりまして、資料の９ページをお願いい

たします。 

 項目１の組織体制の整備及び職員の定員管

理の推進でございますが、説明欄１、効果

的、効率的な組織体制の整備につきまして

は、新４カ年戦略に掲げる取り組みや地方創

生の推進など必要な組織整備等、今後も効果

的、効率的な組織体制の整備を目指してまい

ります。 

 ２の適切な定員管理の推進につきまして

は、平成28年４月までを期間とする定員管理

計画の達成に努め、人員の重点配置など、効

果的な行政運営に取り組んでまいります。 

 次に、項目２の人材育成、職員研修の推進

でございますが、平成25年３月に策定しまし

た人事・人材育成基本方針に沿いまして、柔

軟な発想で果敢にチャレンジし、スピード感

を持って実現できる職員の育成に取り組んで

まいります。 

 このため、説明欄１の主体性を持った能

力、意欲の高い職員の育成や、２の組織とし

ての対応力の向上に向けて、研修などの充実

を図っていくこととしております。 

 人事課は以上でございます。 

 

○正木財政課長 財政課でございます。 

 資料の10ページをお願いいたします。 

 予算につきましては、各常任委員会で御審

議いただくこととなっておりますので、本委

員会では、当初予算の大枠について御説明い

たします。 

 １点目は、新４カ年戦略の推進です。幸せ

実感推進枠に、一般財源で67億円、事業規模

で165億円を計上しております。 

 ２点目は、地方創生の推進です。一般財源

で31億円、事業規模で99億円を確保しており

ます。 

 ３点目は、熊本広域大水害からの創造的復

興です。130億円を計上しております。 

 11ページをお願いいたします。 

 財政健全化の取り組みです。 

 まず１ですが、通常債の新規発行額を抑制

し、通常債残高を188億円削減いたしまし

た。 

 次に、２の財政調整用４基金残高につきま

しては、12億円を積み増し、106億円を確保

しております。 

 12ページをお願いします。 
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 全体で、一般会計当初予算の規模は7,538

億円となります。 

 財政課は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

○田原県政情報文書課長 県政情報文書課で

ございます。 

 資料13ページをお願いいたします。 

 まず、行政文書管理制度につきましては、

条例に基づきまして、引き続き制度の円滑な

運用を図ります。また、行政文書の整理、廃

棄、歴史公文書の保存等、利用の促進にも取

り組んでまいります。 

 次に、熊本県立大学についてでございま

す。 

 熊本県立大学には、その業務実施に係る経

費といたしまして、運営費交付金、本年度は

９億8,300万円余でございますが、それを交

付することといたしております。また、公立

大学法人評価委員会におきまして、法人の業

務の実績に関する評価を行うこととしており

ます。 

 14ページをお願いいたします。 

 新公益法人制度の確実な実施についてでご

ざいますが、公益法人制度につきましては、

平成25年11月末までに移行が完了し、今後は

所管課の職員に対する研修を実施して、移行

後の法人への監督を適切に実施してまいりま

す。 

 次に、４番、情報公開につきましては、条

例に基づきまして、行政文書の開示請求に適

切に対応いたします。それから、不服につい

ての審査を行う熊本県情報公開審査会の適切

な運営を行うことといたしております。 

 15ページをお願いいたします。 

 最後に、個人情報保護の推進についてでご

ざいます。 

 個人情報保護推進につきましても、条例に

基づきまして、自己情報開示請求に適切に対

応してまいりたいと考えております。また、

職員研修などを通じまして、県が保有する個

人情報の適切な取り扱いに引き続き努めてま

いります。 

 県政情報文書課は以上でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

○古谷総務事務センター長 総務事務センタ

ーでございます。 

 資料の16ページをお願いいたします。 

 まず、１の庶務事務の集中処理でございま

すが、庶務事務の効率化と省力化を図るため

に、諸手当認定、旅費、賃金・報酬事務等を

集中処理いたしますとともに、それらを支え

ております庶務事務システムと賃金・報酬シ

ステムの運用を行っております。 

 現在、集中処理を行っております主な対象

事務及び集中処理の対象機関は、資料に記載

のとおりとなっております。 

 次に、下段の２にありますように、センタ

ーでは、職員の健康管理に関する事業を実施

しております。 

 主な事業としては、各種の健康診断を初

め、その結果に基づく事後指導等を実施いた

しております。 

 また、長時間勤務による健康障害防止への

取り組みとして、産業医による所属長への助

言、指導及び職員への保健指導を実施いたし

ております。職員のこころの健康づくり対策

の一環としましては、精神科医や臨床心理士

等の専門家によるストレス相談や職員研修な

どを実施いたしております。 

 さらに、労働安全衛生法に基づいて、快適

な職場環境の形成促進に取り組んでおりま

す。 

 総務事務センターは以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

○柳田管財課長 17ページをお願いいたしま

す。 

 まず、１の庁舎管理でございますが、県庁
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舎や地域振興局庁舎等を適正に管理するため

の経費でございます。 

 電気、ガス等のエネルギー消費につきまし

ては、いわゆる省エネ法等の規定に基づきま

して、削減に努めてまいります。 

 この夏の節電につきましては、国、九電か

ら、数値目標を設けない節電協力について要

請があっております。要請内容を踏まえ、県

民サービスや職務環境に配慮しつつ、これま

でと同様の節電対策を継続してまいります。 

 次に、２の財産管理及び利活用についでで

ございますが、県有施設全体の老朽化が進ん

でいるといった課題に対処するため、平成25

年３月に経営戦略的視点による基本方針を策

定し、長期的な視点で総合的な管理を行う、

いわゆるファシリティーマネジメントの取り

組みを進めております。 

 また、国から策定の要請が出されておりま

す公共施設等総合管理計画の策定に向けた準

備に取り組むとともに、引き続き未利用地の

売却等を推進してまいります。 

 管財課は以上でございます。 

 

○橋本私学振興課長 私学振興課でございま

す。 

 18ページをお願いいたします。 

 私学の振興でございます。 

 説明欄１の私立高等学校等経常費助成費補

助は、私立学校の教育条件の維持向上等を目

的として、各私立学校に対し助成するもので

す。 

 ２の私立高等学校等就学支援金事業から４

の奨学のための給付金事業までは、私立高校

生等の授業料等の教育費負担の軽減を図るた

めの支援でございます。なお、３の授業料等

減免補助につきましては、今年度から、専修

学校高等課程に在学する生徒に対して授業料

減免を行う専修学校を補助対象に追加したと

ころです。 

 ５の私立学校施設耐震化促進事業では、引

き続き私立学校施設の耐震化を促進してまい

ります。 

 19ページをお願いいたします。 

 ６の私立幼稚園子育て支援事業は、幼稚園

が通常の教育時間を超えて行う預かり保育な

どに要する経費に、７の私立幼稚園特別支援

教育経費補助は、障害児の受け入れに要する

経費に対して、それぞれ助成を行います。 

 ８の認定こども園幼稚園機能整備事業費補

助は、各学校法人等が認定こども園の幼稚園

機能部分の施設整備を行う際に、補助主体で

ある市町村に対して補助を行うものです。 

 ９の熊本時習館構想の推進では、(1)から

(6)までに記載のさまざまな事業を通して、

私立学校の生徒たちの夢の発見、挑戦、実現

を応援してまいります。 

 私学振興課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○竹内市町村課長 市町村課でございます。 

 21ページをお願いいたします。 

 項目欄に記載のとおり、当課は、市町村の

地方創生と行財政基盤強化に向けた支援に取

り組んでおります。 

 まず、１の地方創生市町村支援事業です。 

 全地方公共団体が本年度中にまち・ひと・

しごと総合戦略を策定する必要があることか

ら、(1)の熊本版コンシェルジュ事業によ

り、本庁と各広域本部に19人のコンシェルジ

ュを配置し、市町村を支援しております。財

源は、国の平成26年度経済対策交付金を活用

しております。 

 次に、２の市町村広域連携支援交付金につ

いては、国による連携支援の財政措置がない

市町村等でも連携が進むよう、本県独自の交

付金制度を設け、広域連携を推進しているも

のです。 

 ３の市町村との人事交流についても、引き

続き推進しております。 

 最後に、４の熊本県知事選挙の執行準備で
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す。 

 来年４月15日に任期満了を迎える知事の選

挙事務を適切に行ってまいります。 

 市町村課は以上でございます。よろしくお

願いいたします。 

 

○松岡消防保安課長 消防保安課でございま

す。 

 資料の23ページをお願いいたします。 

 まず、消防力強化の推進でございますが、

市町村及び各消防本部と連携をして、消防体

制の強化、それから人材育成や施設整備な

ど、本県の消防力の強化を進めることとして

おります。 

 また、消防の広域化につきましては、平成

26年４月に、熊本市と高遊原南消防本部の広

域化を実現したところでございますが、ここ

に記載しております広域消防体制強化支援事

業につきましては、その熊本市と旧高遊原消

防本部――益城町と西原村になりますが、そ

ちらの広域化に伴い必要となる経費を支援す

るものでございます。 

 今後とも、国の方針や市町村消防本部の意

向を踏まえながら、広域化も含めた県内の消

防力強化の推進を進めてまいりたいと思って

おります。 

 続きまして、資料の24ページをお願いいた

します。 

 防災消防ヘリによる防災体制の充実強化に

ついてでございます。 

 (1)から(4)まで記載をしておりますが、

(1)につきましては、防災消防ヘリ「ひば

り」の運航管理について、26年度の状況を説

明しております。26年は、408件の緊急出動

をしているところでございます。 

 次に、新規事業を３つ掲げております。 

 まず、(2)につきましては、防災消防ヘリ

「ひばり」などが使用する消防救急無線をデ

ジタル化する事業でございます。次に、(3)

の防災消防ヘリの機体更新検討経費について

でございますけれども、今後点検整備の費用

増加も見込まれることから、機体の更新の是

非、それから性能や必要な設備、装備等の検

討を、今年度から行うこととしているところ

でございます。 

 それから、４番目でございますが、(4)ヘ

リ拠点施設整備経費につきましては、先ほど

危機管理防災課から説明がございました、九

州を支える広域防災拠点構想事業の一つとし

て計上しているものでございまして、昨年

度、阿蘇くまもと空港に整備した防災エプロ

ンに、防災消防航空センターとそれから警察

航空隊基地を一体的に整備するもので、平成

27年度につきましては、その敷地造成の工事

と建物の設計業務を予定いたしております。 

 消防保安課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○斉藤税務課長 税務課でございます。 

 資料の25ページをお願いいたします。 

 １、県税収入の確保でございます。 

 平成27年度の県税収入は、地方消費税の平

年度化や景気回復に伴う法人の収益増などに

よりまして、地方消費税や法人事業税などが

増加することから、1,503億円を計上してお

ります。 

 税目別の主な増減とその要因は、記載のと

おりでございます。 

 次に、２、ふるさとくまもと応援寄附金の

取り組み展開でございます。 

 ふるさと納税については、熊本の魅力など

の情報発信を行うとともに、大阪や東京事務

所などとも協力しながら、県人会などへの働

きかけを行ってまいります。 

 説明は以上でございます。 

 

○吉田企画課長 企画課でございます。 

 説明資料の26ページをごらんください。 

 １から４については、他県等と連携した施

策提言、新４カ年戦略の着実な推進及び県全
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体の司令塔の役割を担う企画部門の政策・調

整機能の充実を図るための事業でございま

す。 

 ５のフードバレー構想推進事業は、くまも

と県南フードバレー構想の推進母体であるく

まもと県南フードバレー推進協議会が実施す

る事業経費を負担するものでございます。 

 ６番、世界チャレンジ支援基金積立金は、

平成25年３月に制定いただきました基金条例

に基づき、官民一体となって基金を積み立

て、くまもと若手芸術家海外チャレンジ事業

などに活用するものでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 ７番の「熊本版」官民協働海外留学支援事

業は、文部科学省の「トビタテ！留学ＪＡＰ

ＡＮ日本代表プログラム」地域人材コースの

実施地域の採択を受けまして、今年度から実

施するものでございます。 

 ８の幸せ実感まち・ひと・しごとづくり推

進事業は、本県における地方人口ビジョン及

び地方版総合戦略の策定に要する経費でござ

います。 

 ９の地域消費喚起・生活支援事業は、昨年

度の国の補正予算で新たに創設された地域活

性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用

し、地域における消費喚起策や、これに直接

効果を有する生活支援策を実施するものでご

ざいます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○横井地域振興課長 地域振興課でございま

す。 

 28ページをお願いいたします。 

 １の「環境首都」水俣・芦北地域創造事業

は、環境負荷を尐なくしつつ、経済発展する

新しい形の地域づくりのために、市、町が行

う取り組みへの支援等を行うものでございま

す。 

 ２の水俣・芦北地域産業振興と雇用創出事

業は、産業振興と雇用創出を図るため、雇用

対策や業務拡大支援など、雇用創造に資する

取り組みを実施するものでございます。 

 ３の阿蘇草原再生事業は、野焼きボランテ

ィアの拡充や放棄地の野焼き再開など、草原

再生に向けた取り組みについて、地元市町村

と連携して支援するものでございます。 

 ４は、ロアッソ熊本支援の県民運動をさら

に推進するものでございます。 

 ５の地域づくりチャレンジ推進事業は、市

町村や住民による自主的な地域づくり等に対

して、総合的な支援を行うものでございま

す。 

 29ページをお願いいたします。 

 ６の新規事業、御所浦地域活性化推進事業

につきましては、御所浦地域の地域活性化の

ための方策を実施するものでございます。 

 ７の特定地域振興対策事業は、過疎、山

村、半島など、特定地域の計画の進捗管理を

行うものでございますが、今年度は、過疎、

山村及び半島計画の改定時期に当たることか

ら、計画の見直しを行うこととしておりま

す。 

 地域振興課は以上でございます。 

 

○本田文化企画・世界遺産推進課長 文化企

画・世界遺産推進課でございます。 

 説明資料の30ページをお願いいたします。 

 まず項目１、文化振興関係事業でございま

す。 

 (1)の文化行政推進から、次ページ、31ペ

ージ(9)のプロジェクトＳＯＳＥＫＩ事業ま

で、芸術、文化の振興に係るさまざまな事業

を実施します。なお、31ページ(8)の熊本の

文化魅力発信事業は、経済対策に係る事業で

あり、文化イベント等の実施により交流人口

の増加を図ります。また、(9)のプロジェク

トＳＯＳＥＫＩ事業は、新規事業でありま

す。本年度及び来年度を中心に、熊本の漱石

を県内外に印象づけてまいります。 
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 31ページ中ほどの項目２の県立劇場関係で

ございます。 

 (1)(2)で記載のとおり、劇場の管理運営と

施設整備を実施します。 

 それから、項目３の世界文化遺産登録推進

事業は、万田坑、三角西港、それから天草の

﨑津集落、さらには阿蘇について、関係県、

市町村とともに、登録に向けた取り組みを行

っております。 

 万田坑、三角西港につきましては、現在ド

イツで開催中の世界遺産委員会において、今

週末ごろ、登録の可否が決まる見込みとなっ

ております。 

 32ページをお願いいたします。 

 項目４の博物館関係事業でございます。 

 (1)(2)に記載のとおり、ことし秋に本格始

動します熊本県総合博物館ネットワークにお

いて、データベースの構築、収集資料の保

存、整理、企画展や移動体験教室等を行うも

のでございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願い

いたします。 

 

○水谷川辺川ダム総合対策課長 川辺川ダム

総合対策課です。 

 33ページをお願いします。 

 当課では、球磨川の治水対策、五木村の振

興など、川辺川ダム問題の調整を担当してお

ります。主なものを説明いたします。 

 項目２の新規事業は、球磨川水系の水害対

策に資する流域12市町村の防災、減災の取り

組みに対し、球磨川水系防災減災基金を財源

として補助金を交付するものです。 

 項目３は、五木村の振興です。 

 (1)の①ソフト事業、②基盤整備事業と

も、村が実施いたします振興対策事業に対

し、交付金を交付するものです。(2)は、新

規事業です。村から特に要望の強い九折瀬地

区の村道整備について、県が受託し施行する

ものです。よろしくお願いいたします。 

 

○藤井交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 34ページをお願いいたします。 

 １の地域交通企画調整事業につきまして

は、県民の日常生活を支えるため、鉄道や路

線バスなど、地域の実情、特性に応じた取り

組みについて、国及び沿線市町村と連携して

支援を行うものです。 

 主な取り組みとしては、地方バスの運行支

援などです。また、新規の御所浦航路振興支

援は、島民の移動による経済的負担の軽減な

どに取り組むものです。 

 ２の並行在来線対策事業につきましては、

肥薩おれんじ鉄道を安全かつ安定的に運行さ

せるため、鉄道基盤の設備維持に係る費用に

ついて、沿線市町や鹿児島県と連携して支援

などを行うものです。 

 説明資料の35ページをお開きください。 

 ３の阿蘇くまもと空港拠点性向上対策事業

は、空港の機能を高め、拠点性向上を図るた

め、国内線、国際線の増便や新規開設等の路

線振興に取り組むとともに、周辺環境の整備

等を行い、空港及び周辺地域のポテンシャル

の最大化を目指す大空港構想を推進するもの

です。主な取り組みは、阿蘇くまもと空港の

直轄事業負担金などでございます。 

 ４の地域航空推進事業については、天草エ

アラインの安全かつ安定的な運航が維持され

るよう、機材整備に係る費用につきまして、

地元市町と連携して支援などを行うものでご

ざいます。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

 

○松永情報企画課長 情報企画課でございま

す。 

 36ページをお願いいたします。 

 １の電子計算管理運営事業は、電子計算機

の効率的な運用管理により、32業務のホスト

コンピューターシステムの運用を行うもので



第２回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（平成27年６月30日) 

 - 10 - 

ございます。 

 ２の熊本県総合行政ネットワーク管理運営

事業は、県庁と各広域本部、地域振興局等を

高速通信回線で接続した熊本県総合行政ネッ

トワークの監視、保守、運用管理などを行う

ものでございます。 

 ３の電子自治体推進事業は、県と市町村が

共同で運用しておりますくまもと電子申請受

付システム――よろず申請本舗の管理運営を

行うものでございます。 

 ４のスマートひかりタウン熊本推進事業

は、ＩＣＴ、情報通信技術の利活用を推進す

ることにより、地域活性化や地域における課

題の解決を図るための各事業の運営、無料公

衆無線ＬＡＮの整備、超高速ブロードバンド

普及啓発活動などを行うものでございます。 

 ５の社会保障・税番号制度に係る共同シス

テム整備事業は、社会保障・税番号制度、い

わゆるマイナンバー制度導入に当たり、県に

おいて必要となる情報システム整備を行うも

のでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○上田統計調査課長 統計調査課でございま

す。 

 資料の37ページをお願いいたします。 

 新規事業の平成27年国勢調査でございます

が、大正９年から５年ごとに実施され、今回

で20回目となります。今回、初めてパソコン

やスマートフォンでも回答できるオンライン

調査が全国で実施されます。なお、当事業に

要する経費は全額国庫委託金でございまし

て、このうちの93％、７億1,000万円余が市

町村への交付金でございます。 

 本年２月に企画振興部長を本部長とする熊

本県実施本部を立ち上げ、市町村と連携、協

力を図りながら、円滑な調査実施に向け準備

を進めているところでございます。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

○瀬戸会計課長 会計課でございます。 

 資料の38ページをお願いいたします。 

 会計課では、県庁全体の会計事務の審査、

指導を行っております。 

 総合財務会計システム管理事業でございま

すが、同システムは、電子自治体構築への対

応、財務会計事務の効率化及び県民サービス

の向上を図るために、平成21年度から運用を

開始し、運用、維持管理に努めているところ

でございます。 

 本システムは、県の行政経営を支える基幹

システムでございまして、他の庁内システム

との連携を図りながら、予算の編成、県費の

支払いや収納等の会計事務に係る各種処理、

決算の調製や統計、使用物品の調達等の管理

事務を一元的に管理しております。 

 会計課は以上でございます。よろしく御審

議のほどお願いいたします。 

 

○田上管理調達課長 管理調達課でございま

す。 

 39ページをお願いします。 

 １の用品の集中調達でございますが、これ

は、県で使用する用品調達に関する事務の効

率化を図るため、管理調達課で集中調達を実

施するものでございます。26年度の実績は、

記載のとおりでございます。 

 次に、２、電子入札の推進でございます

が、先ほどの物品調達及び業務委託につきま

しては、電子入札を実施しており、そのシス

テムの維持管理を行うものでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○吉富総務課長 人事委員会事務局でござい

ます。 

 資料の40ページをごらんいただきたいと思

います。 

 事業といたしまして、まず、職員採用試験

があります。大卒程度から高卒程度までと、
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警察官及び身体障害者の試験を、41ページに

かけての日程で行います。なお、採用試験の

応募者をふやし、より多くの有為な人材を採

用するため、これまで以上に各種事業を行い

ます。 

 次に、公平審査では、不利益処分に対する

不服申し立ての審査を行い、さらに、市町村

等からの公平委員会事務を受託しておりま

す。 

 最後に、給与制度等調査研究では、民間給

与実態調査を行い、職員の勤務条件を調査研

究し、議会及び知事に報告し、必要と認める

場合は勧告を行うこととしております。 

 以上でございます。 

 

○本田監査監 監査委員事務局でございま

す。 

 資料の42ページをお願いいたします。 

 監査委員事務局では、４人の監査委員のも

とで監査及び決算審査等を行ってまいりま

す。 

 まず、１の定期監査等の実施につきまして

は、地方自治法に基づきまして、県の財務に

関する事務の執行、経営に係る事業の管理、

行政事務の執行等について、県の各機関を監

査するほか、財政援助団体等について監査を

実施いたします。 

 次に、２の決算審査等の実施につきまして

は、一般会計を初め、各会計の決算について

審査し、決算審査意見書を提出いたします。

また、現金出納の例月検査、地方公共団体の

財政の健全化に関する法律に基づく財政の健

全化判断比率の審査等を行います。 

 以上でございます。 

 

○中島次長 議会事務局でございます。 

 43ページをお願いいたします。 

 事務事業の内容といたしまして、円滑な議

会運営を図るための各種事務等を行うととも

に、議員の先生方の調査研究、その他の活動

に資するために必要となります政務活動費の

交付を行うものでございます。 

 新規事業でございますが、(1)のエレベー

ター設備更新2,610万円余、(2)の議会棟外部

及び内部改修工事設計委託が2,196万円でご

ざいまして、議会棟の老朽化した設備の更新

及び建物改修の設計を行うものでございま

す。 

 議会事務局は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○髙野洋介委員長 以上で平成27年度主要事

業等についての執行部の説明が終了いたしま

したので、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

○岩下栄一委員 人事課ですね。定員管理で

すけれども、要するに、この人員削減は、ま

あ経費削減のためのことだと思いますけれど

も、実績といいますか、大体方針として何％

ぐらいの人員削減をやっていくんですかね、

年間に。 

 

○青木人事課長 資料の９ページを改めてご

らんいただきたいと存じます。 

 そこの項目１の、そして説明欄の２のとこ

ろ、適切な定員管理の推進と上げております

が、現行の定員管理計画では、平成24年４月

から28年４月までの４年間で、4,305人から

4,120人、185人、4.3％の削減を目標として

いるというところでございます。 

 

○岩下栄一委員 これは方法としては何です

か。不補充ですか。 

 

○青木人事課長 基本的には不補充という形

になりますが、採用計画、まあいろんな行政

需要を見込んだ上で、適切な人員を勘案して

対応するということでございます。 
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○岩下栄一委員 よくわかりました。 

 これはもう人権の問題もあるからとやかく

言えませんけれども、県職員として不適格と

いうか、仕事が継続できないというような人

もいるんじゃないですかね。 

 

○青木人事課長 そのような、いわゆる勤務

成績がよくない職員につきましては、研修指

導という制度を、要領を作成しまして人事課

で所管しておりまして、適切な仕事ができる

ように、研修指導を一定期間計画を立てて行

っていくということを講じております。 

 

○岩下栄一委員 いや、勤務成績が悪いとい

うことじゃなくて、例えば病気で出勤できな

いとか、そういうような立場の人ですよ。 

 

○青木人事課長 もちろん、病気休職あるい

は私傷病休暇等で出勤できないという職員は

おります。 

 

○岩下栄一委員 前県議だった、前熊本市長

の三角さんがよう言いよったですけど、市役

所には、何もせんで一日窓の外ば見よる職員

がいっぱいおるですばいと、しかし、人権上

の問題もあるし、とやかく言えませんけれど

も、何もせんでから、何もせんというか、で

きぬでぼーっとしとるとがいっぱいおるけ

ん、気の毒かなとは言いよんなはったからで

すね。県庁なんかどうかなと思って、ちょっ

と不安に思ったんですけれども。 

 

○青木人事課長 もちろん、病気等で休職、

休業あるいは休暇等、やむを得ない職員はお

りますけれども、一旦復職した職員について

は、先ほど申し上げたとおり、研修指導とい

うような仕組みをとりまして、適切な仕事が

できるようきちんと指導をしていくと、そう

いうシステムをとっているところでございま

す。 

 以上です。 

 

○岩下栄一委員 わかりました。 

 やっぱり人間の職務、動機づけというのは

大事だから、研修を非常によくやっておられ

ると思いますけれども、今後ともどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 以上です。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 

○小早川宗弘委員 ８ページです。危機管理

防災課の８ページの５番、防災情報通信事業

ということで30億ですか、かなり巨額なお金

が予算化されておりますけれども、各種防災

関連システム、まあ防災関係の通信設備だと

思うんですけれども、内容をちょっと教えて

ください。 

 

○沼川危機管理防災課長 危機管理防災課で

す。 

 これは、前につくった市町村や消防本部等

との防災情報無線がもう老朽化しておりまし

て、これを全面的にやりかえる経費になりま

す。 

 今ここに上がっておりますのが30億ですけ

れども、設計から含めてトータル60億強、平

成28年度までにかけて整備をさせていただく

ものです。 

 

○小早川宗弘委員 結構60億もかけられる

と、28年度までにですね。かなりの巨額な予

算だと思いますけれども、こういう情報通信

機器とかあるいはコンピューターとかいうの

は、どんどんどんどんやっぱり今後更新して

いかんばと思うとですよね。情報――後から

また出てくるですよね、ほかの課でも更新す

るのが。１億9,000万だとか、２億7,000万と

かですね。情報企画課だったかな。この維持

管理、補修とか、その辺の長期的なやっぱり
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視点に立ってから、コストができるだけかか

らぬような形で進めんばあかんというふうに

思うとですよね。 

 私たちも、先ほど内容を聞いても、どうい

った機器が、どれぐらいの単位で入るのかと

いうのが、まあ聞いて、そのぐらいするとか

言われれば、何か言い値みたいな感じで、ま

あそのぐらいするとでしょうというふうな感

じだもんだけん。適切な価格なのかどうかと

いうのをしっかりとやっぱり皆さん方は踏ま

えてから、何か業者の言い値というふうな形

にも見受けられるものですから、あと長期的

な視点でコスト管理とか、その辺はどういっ

た考えで今この予算をつけられているんです

か。 

 

○沼川危機管理防災課長 一応、今回予算を

計上させていただく時点で、今回総合評価方

式で導入をいたしております。実質的に、こ

の後また予算の項目で繰り越しの話もさせて

いただきますけれども、入札手続にちょっと

手間取りまして、実際、ＪＶの形で、日本無

線を入れたところで４社のＪＶで今回入札の

結果落札になりまして、基本的には内容を審

査の上やっておりますが、今後、確かにラン

ニングコスト等に関しては、運営の中でこち

らのほうとしても考えていきたいと思ってお

ります。 

 

○小早川宗弘委員 今後、やっぱりそういう

運用をしていくについて、情報機器、そうい

うコンピューターも含めて、やっぱり何かあ

る程度専門的な知識を持っている人が１人、

この機器はこれぐらいの値段だとかあるいは

こうやって運営していけばコストがかからぬ

とかですね。何かこういった分野は、結構業

界の言い値で何かどんどんどんどんお金がか

かっていく、かさんでいく、コストがかかっ

ていくというふうなことの傾向が私は見られ

ますので、どうかそういう部分については気

をつけて、今後の長期的な運用をしていただ

きたいと思います。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 

○西山宗孝委員 西山です。初めて委員会に

出席させていただきますけれども、４ページ

の重要政策調整事業ということで、これは予

算が確定しているところであると思うんです

が、もう尐し具体にわかりやすく説明してい

ただきたいと思いますのは、この額が多いか

尐ないかも含めて、県政の重要課題につい

て、迅速かつ積極的にということで、必要な

調査、調整、事業というくだりがあるんです

けれども、もう尐しわかりやすく説明してい

ただければと思いますけれども。 

 

○平井政策調整監 本事業につきましては、

説明の欄に書いてございますとおり、迅速か

つ積極的に対応という表現であらわしてもら

っておりまして、あらかじめ何をするという

ものを固定した事業ではございません。予算

を計上する際に、知事等が年度の途中で、現

在執行している事業を、もう尐し効果を上げ

るためにこういったものが必要であるとか、

他の部局で取り組んでいる事業に若干のオプ

ションをつけることでさらなる効果発揚が見

込めるとか、そういったものに臨時的、緊急

的に対応するための一定の枠として計上して

おる事業でございます。 

 

○西山宗孝委員 具体的にもう尐しお伺いし

たかったんですけれども、じゃあ、過年度に

ついてのこういった政策調整費については、

まあ説明しにくいところもあると思うんです

けれども、過年度についての実績はどんなこ

とがありましたか。 

 

○平井政策調整監 過年度の実績でございま

すが、平成26年度の実績で申し上げますと、
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例えば熊本県防災広報新聞紙面作成掲載事業

ということで、新聞に土砂災害防止期間の啓

発をするような記事を緊急に載せたとか、あ

るいはインドネシアのテレビ局に番組制作を

委託するであるとか、阿蘇の世界遺産を応援

するためのイベントを開催したとか、そうい

ったものの積み上げの中で、年間に1,600万

ほどの費用を使用しております。 

 

○西山宗孝委員 広報事業というのは後のペ

ージにあると思うんですけれども、そちらあ

たりとの関連は――もう尐し専門的に、知事

トップセールスとか、そういったことのため

にという、特化しているのかと思ったんです

けれども、広報事業との絡みはいかがです

か。 

 

○吉永広報課長 今の委員の御指摘の広報事

業でございますが、５ページにございますけ

れども、こちらのほうは事前に既定の予算と

して組んでおりまして、先ほど申し上げまし

たように、新聞、広報紙、あるいはテレビ、

ラジオ、あるいは電子媒体等を通じて、計画

的な形で広報事業は展開しております。 

 以上でございます。 

 

○西山宗孝委員 私、高いとか安いとかも含

めて、非常に必要な事業費であろうと思うの

で、迅速かつ緊急にということであれば、そ

れなりの効果は上げていただくことになろう

かと思いますので、ぜひ期待しておりますの

で、次年度ぐらいもう尐し、こういったこと

で効果があったという話を聞ければいいと思

います。 

 終わります。ありがとうございました。 

 

○髙野洋介委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

 

○山本伸裕委員 ７ページになりますかね。

自主防災組織の問題ですけれども、自主防災

組織については、東日本大震災なんかでも非

常にやっぱりその役割の重要性というのが再

確認されたと思うんですが、それで、私、県

のホームページで、こういう自主防災活動事

例集とかあるいは結成・活動の手引きという

ものがあるというのを見まして、これがある

と非常にいいなというふうに思ったんですけ

れども、質問は、実際、地域の自主防災組織

にこれがどれぐらい普及しているのかという

のが質問です。 

 

○沼川危機管理防災課長 今見られているの

は平常時編という資料だったかと思うんです

けれども、一応自主防災組織には市町村を通

して全部配付をさせていただいております。 

 

○山本伸裕委員 結成・活動の手引きについ

てはどうですか。 

 

○沼川危機管理防災課長 一応全部市町村経

由で自主防災組織のほうに配付をさせていた

だいているところです。 

 

○山本伸裕委員 わかりました。 

 やっぱりこういう手引きとかがあると、非

常に自主防災組織の中で地域なんかでも話し

合いができますし、大いに活用する必要があ

るのかなというふうに思いました。 

 それから、２つ目の質問なんですけれど

も、地方創生に関連して、これは10ページに

なるのか、27ページになるのかちょっとよく

わかりませんが、県の総合戦略を作成中とい

うふうに伺っているんですが、これは、その

作成に当たって、コンサルに任せるのか、そ

れとも何らかの組織を立ち上げるのかが１点

と、それから、県民の声が反映するような何

らかの手だてなんかが考えられているのかど

うかというのが質問です。 
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○吉田企画課長 今御質問いただきました県

の総合戦略ですが、まず作成に当たっては、

コンサル等に委託する予定はなく、企画課の

ほうで庁内全体をまとめてやらせていただき

たいというふうに考えております。 

 なお、県庁内にも幸せ実感まち・ひと・し

ごとづくり本部ということで本部を設定して

おりまして、そういった場で議論を進めなが

ら案文をつくっていきたいというように思っ

ております。 

 御質問の２つ目の部分で、県民の皆様のお

声を伺う機会ということでございますが、

今、この前県議会で御答弁させていただいた

とおり、作成中ということでございますが、

ある程度素案、たたき台ができた段階で、パ

ブリックコメント等を通じて県民の皆さんの

お声をお伺いしたいというふうに思っており

ます。 

 以上でございます。 

 

○山本伸裕委員 今後の見通しというか、そ

のタイムスケジュールみたいなのはあります

か。 

 

○吉田企画課長 本会議でも答弁をさせてい

ただきましたが、10月中をめどに策定したい

というふうに考えておりますので、その前

に、もちろんそれなりの時間をとって、パブ

リックコメントで皆さんの御意見を聞きたい

と思っております。 

 

○山本伸裕委員 やはり県民の声がいかに反

映するかという点では、そのパブリックコメ

ント実施に当たっては、周知徹底にもぜひ力

を入れていただきたいと思います。 

 それから、次の質問は、私学の問題です。

18ページになりますかね。 

 経常費補助が出ておりますけれども、国が

全体としては予算を減額する方向の中で、大

変御苦労があるかと思うんですが、こういっ

た国の減額の方向に対しても、ぜひ県として

は、減らすなという声を上げていただきたい

なというふうに思うんですが、その中でも熊

本の経常費補助というのは、全国平均から見

て、生徒１人当たりで約１万円ぐらい低いと

いうふうに、私教連なんかからもお話を伺っ

ているんです。 

 これは、ぜひ公立学校教育費の２分の１水

準まで補助を充実させていただきたいという

ような要望は上がっているかと思うんです

が、それに対しての見解ですね、お尋ねした

いのと、それから、授業料減免制度について

なんですが、学校負担が５分の１あるという

ことで、なかなか学校自体も、減免制度を保

護者に対して周知徹底を図らない事情がある

らしいんですよね。それで、その制度そのも

のを知らないで利用の促進といいますか、そ

れが阻害されている状況があるので、その学

校負担の20％、これは全国的にも非常に実施

しているところは尐ないという話なので、ぜ

ひそれはなくしていただきたいというふうに

思っております。 

 それと、知的障害者の受け入れに対してな

んですけれども、公立の場合は、特別支援教

室とか研修とかが整っているけれども、私学

は、なかなかそういった環境が整備されてい

ないということで、ぜひ特別支援教育に対す

る予算措置というものをお願いしたいという

ふうに思うんですが、そういった点について

の御見解をお願いしたいと思います。 

 

○橋本私学振興課長 私学振興課でございま

す。 

 まず、第１点の経常費助成費補助の充実と

いうことなんですけれども、確かに補助単価

につきましては、全国の単価から――昨年度

単価でいけば、26年度の補助単価が全国31位

ということで、まだまだ低い状況にありま

す。ただ、平成11年度の補助単価は44位だっ

たんですけれども、それから年々全国順位を
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上げておりまして、県といたしましても、補

助単価の充実について努めているところでご

ざいます。 

 また、経常費補助とは別に、熊本時習館に

よる県単独事業、また県の耐震化補助事業等

により学校等に対して負担軽減に努めており

ますので、その点については御理解いただき

たいと思います。 

 また、授業料減免につきまして、補助率が

５分の４ということで、学校負担の５分の１

を求めているという部分でございますけれど

も、これにつきましては、平成16年度に授業

料減免の補助制度を拡充強化する際に、それ

までの制度は維持し、さらに授業料減免の制

度を拡充するために、学校の御理解を得まし

て、一部５分の１を学校負担にしてもらった

ところでございます。 

 なお、現在でも、学校のほうから、その学

校負担の５分の１に対して、異論はちょっと

あっていないというところでございます。 

 また、３番目の特別支援教育に対する私学

における充実でございますけれども、これに

つきましても、特別支援教育に対して、例え

ば個別支援計画とか学校支援体制を強化して

いる学校に対しては、経常費補助の中で上乗

せ補助をしているとともに、時習館構想の中

でも特別支援相談員の派遣等もやっておりま

して、私学において、やはり発達障害等障害

を持つ生徒の受け入れに対して、十分な対応

をとるように、県といたしましても進めてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

 

○山本伸裕委員 異論は出ていないという話

ですけれども、実際には、やっぱり私学に通

うところの負担というのは非常に深刻で、や

っぱり学校の経営状況もなかなか厳しいもの

があると。熊本の場合は、私学に通う子供さ

んの比率が全国的にも高いし、熊本市では２

分の１が私学に通っているというような状況

で、やっぱり私学に対する手当てというの

は、非常に切実な問題だと思うんですよ。 

 ある学校で話を聞いたら、プレハブで授業

をやっているというようなところが現状であ

るという話も聞いているんですけれども、高

い授業料を払って、そして何でプレハブで授

業を受けないかぬのかというようなことは、

当然やっぱり思いとしては出てくると思うん

ですね。 

 学校も、一生懸命厳しい状況の中で頑張っ

ているんですから、だから、そういう点で

は、やっぱり授業料減免制度で――これはも

う全国６県の中の一つですからね、熊本は。

大体全国の流れは、そういう学校負担は求め

ないというような状況になっていますから、

それはぜひ前向きに検討していただきたいな

というふうに思います。 

 それから、最後にもう１点、これは文化企

画関係でしょうか。阿蘇ジオパークの問題に

ついてお尋ねしたいんですけれども、先日の

朝日新聞では、阿蘇ジオパークを売り込めと

いうことで、若手の調査研究に助成金を出す

と、あるいは世界ジオパーク認定１周年記念

ということでフェスタをやるというようなこ

とで、非常にジオパーク推進協議会として

は、阿蘇を売り出す上でこのジオパークの価

値を大いに評価されているんだと思うんです

けれども、私、一般質問でも取り上げました

が、その立野ジオサイトが、柱状節理がちょ

うどダム建設予定地のところに――写真を出

しましたですけれども、７層にわたってずっ

と柱状節理がつくられているんですね。これ

は、もう本当に長い年月をかけてつくられて

きた、歴史的にも非常に貴重な景観だし、自

然だし、財産だというふうに思うんですが、

これがダム建設によって削り取られてしまう

ということで、本当にこれは熊本の歴史的な

こういう貴重な財産を壊してしまっていいの

かということが問われているというふうに思

うんですね。 
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 ぜひ、そういう点では、文化企画の関係に

なるんでしょうか、そちらのサイドから、や

っぱりジオサイトの貴重な自然を壊すような

ことについては、慎重であってもらいたいと

いうような意見表明はされるべきじゃないか

というふうに思うんですが、どんなでしょう

か。 

 

○本田文化企画・世界遺産推進課長 ジオパ

ークにつきましては、これは市町村を中心と

した取り組みでございまして、阿蘇地域振興

デザインセンターを事務局としまして、市町

村が中心となって登録あるいは保全等を進め

てこられたところでございます。 

 県としまして、担当はということもござい

ましたが、どこが担当あるいは窓口という一

つの課に特定しておらず、さまざまな関連性

のある部署が共同で対応している状況でござ

います。 

 ジオパークのサイトの一つが、ダムによっ

て影響を受けるのではないかというお尋ねだ

ったかと思いますけれども、ジオパークにつ

きましては、保全というものとあわせまし

て、利活用というものが非常に大きなウエー

トを占めているところです。 

 サイトも、阿蘇のジオパークの場合、30数

カ所あったと思いますが、たくさんのサイト

の中の一つということで、確かに影響につい

ては私もちょっとよく存じ上げませんが、利

活用を図っていくということで取り組まれて

いるということで承知しております。 

 

○山本伸裕委員 ダムを建設することによっ

て、この貴重な景観、自然が破壊されてしま

うと。しかも、世界ジオパークに認定され

て、その一つ、まあたくさんあるサイトの中

の一つというようなことを言われましたけれ

ども、これが、やっぱり一つといっても、貴

重な景観、自然が存在しているわけで、私は

実際現場を見に行きましたですけれども、や

っぱり高千穂峡を上回るような、本当にきれ

いな、豊かな自然環境がそこにあるわけです

ね。 

 これは、ぜひやっぱりそういった環境を守

る部署としては、コンクリートの構造物で壊

してしまうようなことについてはいかがなも

のかというような点の意見表明は、私は必要

ではないかというふうに思います。 

 私のほうからは以上です。 

 

○髙野洋介委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

 

○岩下栄一委員 熊本の文化的魅力で、山本

委員いろいろおっしゃいましたけれども、私

はちょっと違う視点からお尋ねしますけれど

も、31ページの８の熊本の文化魅力発信事

業、これは具体的には何ですか。 

 

○本田文化企画・世界遺産推進課長 これは

経済対策で実施するものでございますが、熊

本の文化イベント、熊本に根づいておりま

す、例えば清和文楽とか、そのような文化イ

ベントを県外向けに実施したり、あるいは県

内にさまざまな文化遺産がございますが、そ

れらを活用した観光モデルコースを設置する

とか、そういうことに取り組もうと、それに

よって交流人口、県外からもたくさんの来訪

客を期待すると、そういう取り組みを行うも

のでございます。 

 

○岩下栄一委員 昨年ですか、大西さんや公

明党の前田先生と一緒に請願の紹介議員にな

って能楽堂の問題を出しましたけれども、能

楽堂をにわかにつくることは、財政上なかな

か厳しいかなというふうに私も理解をしてお

りますけれども、その後の何か研究といいま

すか、調査はしてあるわけでしょう。 

 

○本田文化企画・世界遺産推進課長 能楽堂
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につきましては、今委員もおっしゃったよう

に、非常に大きな費用も必要となるというこ

とで、完全な新設というのはかなりハードル

が高いのではないかというふうに考えており

ます。 

 ただ、25年度に、県の文化協会、それから

県議会の文化議連からも御要望いただきまし

た。それから、26年２月議会の一般質問で、

既存の水前寺成趣園の能楽堂、これを活用し

たらどうかというような御提案もいただいた

ことを契機にいたしまして、昨年度、26年度

から検討を開始しました。 

 検討に当たりまして、検討会議も立ち上げ

まして検討を進めてまいりましたが、水前寺

成趣園というのが、文化財でございます国名

勝・史跡に指定されておりますが、そこの中

で果たしてどういった改修あるいは改造、そ

のようなものが可能なのかどうか、こういう

ところも文化庁とも相談をしたところです。 

 その昨年度の調査検討結果を踏まえまし

て、今年度は、実際に、まあ文化庁からの指

摘もございましたが、文化財としての価値等

をしっかり調査するようにということで、今

年度は文化財調査を、部の政策調整費を活用

しまして、調査を実施するということにして

おります。 

 あと、所有が、これは出水神社という宗教

法人でもございますので、そちらの法律的な

問題もいろいろクリアするべき点は多うござ

いますが、まず、改修することが文化財保護

法上可能かどうか、そのような点について、

ことし、調査検討をまた進めることとしてお

ります。 

 

○岩下栄一委員 熊本の場合は、細川さん、

加藤さん、それから松井さんですね。熊本を

領有した大名たちが、非常に能を保護して発

展した歴史があると思うんですね。これは、

ある意味では熊本の魅力というか、そういう

ものになるわけですけれども、私が考えるの

は、例えば金春流あたりは、いろんな歴史文

書というか、能楽のいろんな文書を持ってい

るんですね、関連の。例えば、細川さんが誰

それに宛てた手紙とか、加藤清正が誰それに

宛てた文書とか、そういうものがたくさんあ

って、まさに散逸する、何といいますか、瀬

戸際にあると。そういうものを保存していく

ことも必要だけれども、そういう調査はなさ

っているんですかね。 

 

○本田文化企画・世界遺産推進課長 文書に

ついては、具体的な調査は行っておりませ

ん。 

 

○岩下栄一委員 金春流の中村さんという人

がいるでしょう。あそこの家には、何かたく

さん文書がありまして、やっぱり歴史遺産と

も言えるようなものもあると思うんですけれ

ども、古い家に住んでおられるから、もう湿

気が来たりいろいろして保存が非常に難しい

状態なんですね。そういうものをやっぱり県

立図書館で引き受けるとか、何かどこかで引

き受けるとか、そういうことが必要じゃない

かなと思うんですけれども。 

 

○本田文化企画・世界遺産推進課長 県立図

書館のほうでは、いろんな古文書、これを寄

附を受けて、そして整理、保存されていると

いう事業は従来からされております。 

 ちょうど県立図書館につきましては、昨年

度から改修をして、今年度、新たに図書館と

して改修が終わったということで、そういう

史料の保存環境等も向上しているということ

で考えております。 

 そういう寄附の申し出等があれば、きちん

と図書館のほうでお受けいただけるものと考

えております。 

 

○岩下栄一委員 済みません、よろしくお願

いしておきます。 
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 課長に答弁いただきましたので、ついでに

申し上げていいですか。 

 県立劇場ですけれども、３億8,000万とい

う経費がかかっております。管理運営費、施

設整備費、いろいろございますが、何年か前

からトイレの改修ですね、ウォシュレットに

してほしいという文化団体からの要望がずっ

とあっていて、それはやっていただいたよう

で、県立劇場が随分見違えるようになりまし

た。いいことだと思います。 

 そこで、僕がずっと言い続けているパイプ

オルガンですけれども、もう沢田さんのとき

から、沢田さん、細川さん、福島さん、潮谷

さんと４代言い続けているけれども、なかな

かこれが実現できない。 

 私がこのパイプオルガンを言う趣旨は、や

っぱり県立劇場のグレードを上げて、そし

て、それこそ集客、誘客の可能性を広げる

と。熊本の県立劇場はすばらしいよという印

象を全国に発信していくということが大事、

その一つの方法としてパイプオルガンをずっ

と申し上げているわけですね。 

 欧米各国の主要な都市の音楽ホールには、

必ずこのパイプオルガンというのがあるわけ

です。九州にも、もう既に宮崎とか北九州と

かありますけれども、熊本が最も早くコンサ

ートホールをつくって、まだないというのが

何でだろうなと。その理由は何だと思われる

ですかね。 

 

○本田文化企画・世界遺産推進課長 パイプ

オルガンのやっぱり設置、それからメンテナ

ンス、これに要する費用、かなりの費用がか

かるというふうに聞いております。また、演

奏する曲目等も、まあ全てに使うわけではな

いということで、使用頻度等から考えまして

も課題があるのではないかというふうに考え

ております。 

 それからもう１つ、委員御指摘のとおり、

トイレの改修は終わりまして、これは一番来

客からの要望の高かったものでございますけ

れども、実は、もともと長期の補修計画を平

成18年に立てまして、かなりの額と計画的な

補修が必要なんだけれども、非常に厳しい財

政状況の中で、要望の高いもの、要望の多い

緊急性の高いものに限って、経済対策等を活

用してやっと一部分の補修が終わったという

状況で、まだ実際に舞台運営に必要な天井の

つりものとか、たくさんございます。そうい

うものの、まあかなり大きな、10億、20億と

必要な補修が全く、全くといいますか、ほと

んどできていなくて、故障も頻発していると

いう状況にございまして、まずは補修を当面

はちょっと優先せざるを得ないということで

考えております。 

 

○岩下栄一委員 使用頻度等、いろいろおっ

しゃいましたけれども、アーティストは場を

選ぶという言葉がありますけれども、県立劇

場にパイプオルガンでもあれば、海外の演奏

者がやってくるあるいはオーケストラがやっ

てくる、そういうアーティストを呼び込む効

果もあると思うんですね。だから、もうそろ

そろ検討していただいたらどうかなというふ

うに考えているわけですけれども、民間の資

金というか、民間の期成会か何かが結成され

ればやれるんじゃないかなと思いますけれど

も、県が呼びかけをやってくれると大変あり

がたいんですがね。 

 第一、10年ぐらい前に10万人の署名が出て

いるじゃないですか、請願の署名がですね。

10万人分ぐらいあったと思いますけれども。 

 

○本田文化企画・世界遺産推進課長 募金に

つきましては、過去、ちょうど劇場ができる

前後に募金活動等も一部行われて、ただ、結

果的に実現せずに終わったという経緯等もあ

るというふうに聞いております。 

 今後とも、まずは施設の保全、こちらのほ

うを優先して取り組む中で、引き続き検討さ
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せていただきたいと考えております。 

 

○岩下栄一委員 それで、開館から32年が経

過して、保全計画を立てて改修をすると。改

修の時期には、いろんな行事はキャンセルせ

んといかぬわけですね。そういう時期に導入

したらどうかなと。そして、高額に及ぶとい

うあれがありますけれども、そんなに高くな

いですよ、１億5,000万ぐらいでできるわけ

ですから。 

 

○髙野洋介委員長 どういうお答え……質問

の趣旨がちょっとわからないんですけれど

も。 

 

○岩下栄一委員 ですから、できないという

ことでしょう、当面。ですから、その可能性

を探るというか、そういうことぐらいやって

ほしいですね。 

 私も、ばかみたいにずっと言い続けてね。

さっき寄附とおっしゃったけれども、あれは

私が行ってから寄附してもらったんですよ。

大進からね、具体的名前を上げますと。しか

し、そのお金は、パイプオルガン設置の基金

にせずに、何かピアノか何か買ったというじ

ゃないですか。本人が怒っとんなはったもん

ですからね。調査、研究をしてください。 

 

○髙野洋介委員長 要望でいいですか。 

 

○岩下栄一委員 要望でいいけど。 

 

○髙野洋介委員長 ほかに質疑はございませ

んか。――なければ、これで主要事業等に対

する質疑を終了いたします。  

 次に、本委員会に付託された議案等を議題

とし、これについて審査を行います。  

 それでは、総務部長から総括説明をお願い

いたします。 

 

○木村総務部長 着座のまま失礼いたしま

す。 

 今委員会に提案しております議案の概要に

ついて御説明申し上げます。 

 後ほど詳細は財政課長及び各課長から説明

いたしますので、簡単に概要だけ申し上げま

すと、まず補正予算につきましては、議案第

１号ということで、阿蘇山などの降灰に伴い

ます影響に対する対策でございますとか、ラ

グビーワールドカップ2019年の熊本開催に要

する経費などにつきまして、合計で20億

5,900万円余を計上させていただいておりま

す。 

 このほか、国の法改正や新しい法律の制定

に伴います条例の制定ですとか、専決処分の

報告、承認などにつきましても、あわせて御

提案、御報告申し上げさせていただきます。 

 まず、予算関係議案の総括的な説明を財政

課長から、また、詳細な各予算の事業及び条

例等につきまして各課長からそれぞれ御説明

申し上げますので、よろしく御審議のほどお

願い申し上げます。 

 以上です。 

 

○髙野洋介委員長 次に、財政課長から、平

成27年度６月補正予算の概要等について説明

をお願いいたします。 

 

○正木財政課長 財政課でございます。 

 資料の１ページをごらんください。 

 ６月補正予算の概要について御説明いたし

ます。  

 総務部長からも申し上げましたが、今回の

一般会計補正予算は、まず降灰対策予算関係

として、阿蘇中岳第一火口などからの降灰関

係の予算、そして、通常分として、ラグビー

ワールドカップ2019関係の予算などを計上し

ております。 

 これらにより、６月補正予算は、総額20億

5,900万円の増額補正となり、補正後の予算
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規模は7,559億800万円となります。 

 ２ページと３ページをお願いいたします。 

 歳入予算の内訳でございます。 

 今回の補正予算では、３ページの９、国庫

支出金が多くなっておりますが、これは畜舎

などの施設整備を補助する畜産クラスター事

業の財源である国庫補助金が多くなっている

ためでございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 歳出予算の内訳でございます。 

 １の一般行政経費は、地域医療介護総合確

保基金への積立金やラグビーワールドカップ

2019組織委員会への分担金などで、約６億7,

500万円を計上しております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 ２の投資的経費は、畜産クラスター事業な

どで約13億8,400万円を計上しております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 今回の補正に伴い、必要となる地方債の補

正の内容でございます。 

 以上が予算の概要でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○髙野洋介委員長 次に、関係課長から順次

説明をお願いいたします。 

 

○沼川危機管理防災課長 危機管理防災課で

ございます。 

 資料の８ページをお願いいたします。 

 防災総務費につきましては、阿蘇山噴火に

よる降灰対策としまして3,184万7,000円の増

額をお願いしております。右側の説明欄をご

らんください。 

 まず、防災情報メールサービス改修事業で

すが、これは、現在運用しております防災情

報メールサービスに、火山噴火に伴う降灰予

報を追加するためのシステム改修になりま

す。 

 次に、阿蘇火山活動等降灰対策市町村支援

事業ですが、これは、火山噴火に伴い、市町

村が住民等に対して実施する降灰対策の支援

を行うための経費です。 

 危機管理課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○橋本私学振興課長 私学振興課でございま

す。 

 説明資料の10ページをお願いいたします。 

 私学振興費でございますが、補正額320万

円余をお願いしております。説明欄をごらん

ください。 

 新規事業として、私立専門学校修学支援事

業を実施するものでございますが、これは、

意欲と能力のある専門学校生が、経済的理由

により修学を断念することがないよう、専門

学校生に対する経済的支援策について総合的

な検討を進めるために、国が都道府県に委託

し実証研究を行うもので、財源につきまして

は全額国費でございます。 

 具体的には、経済的理由により修学が困難

な生徒を対象とした授業料の助成や、財政面

での生活設計に助言等を行う修学支援アドバ

イザーの配置により専門学校生を支援すると

ともに、これらの支援の効果の分析、検証を

行うための基礎データの収集を行うものでご

ざいます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○斉藤税務課長 税務課でございます。 

 資料10ページの下段をお願いいたします。 

 税務総務費で3,047万円余の増額補正をお

願いしております。これは、国から増額内示

があったことから、平成28年度に実施するこ

ととしておりました県税システムと団体内統

合利用番号連携サーバーとの連携のための改

修を前倒しで実施するものでございます。 

 以上でございます。 

 

○本田文化企画・世界遺産推進課長 文化企
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画・世界遺産推進課でございます。 

 補正予算について説明いたします。説明資

料12ページをお願いいたします。 

 計画調査費で1,836万円の補正をお願いし

ております。 

 内容につきましては、資料右説明欄に記載

のとおり、老朽化によって動作が不安定とな

っております県立劇場演劇ホールのどんちょ

うの修繕に要する経費でございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願い

いたします。 

 

○青木人事課長 人事課でございます。 

 資料の14ページをお願いいたします。 

 第２号議案熊本県知事の権限に属する事務

処理の特例に関する条例の一部を改正する条

例について、条例案の概要にて御説明をさせ

ていただきます。 

 １、条例改正の趣旨ですが、地域の自主性

及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律、いわゆ

る第４次地方分権一括法の施行に伴う医療法

の一部改正などに伴い、関係規定を整備する

ものでございます。 

 ２、主な改正内容ですが、(1)(2)(4)は、

法律や規則の改正などに伴う規定の整理でご

ざいまして、いずれも現行の取り扱いを変え

るものではございません。(3)は、熊本県生

活環境の保全等に関する条例の改正に伴い、

フロン類の排出の抑制に係る助言に関する事

務を熊本市に移譲するものでございます。 

 ３、施行期日ですが、公布の日を基本とし

ておりますが、(3)につきましては、事務移

譲に時間を要するため、平成27年８月１日の

施行としております。 

 続きまして、資料の16ページをお願いいた

します。 

 熊本県職員等退職手当支給条例及び熊本県

職員等の再任用に関する条例の一部を改正す

る条例について、条例案の概要で御説明をい

たします。 

 １、条例改正の趣旨ですが、被用者年金制

度の一元化等を図るための厚生年金法等の一

部を改正する法律の施行による地方公務員等

共済組合法等の一部改正に伴い、関係する２

本の条例の規定を整理するものでございま

す。 

 ２、主な改正内容ですが、(1)の退職手当

条例の一部改正、(2)の再任用条例の一部改

正ともに、冒頭申し上げた法律の施行に伴

い、当該条例において引用する規定を改める

という法制上の整理でございまして、現行の

取り扱いを変えるものではございません。 

 ３、施行期日ですが、当該法律が施行され

る平成27年10月１日としております。 

 人事課は以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

○古谷総務事務センター長 説明資料の17ペ

ージをお願いいたします。 

 第４号議案について、条例の名称が大変長

うございますので、全文の読み上げは省略さ

せていただきますけれども、要約しますと、

恩給算定の基礎となります在職期間の通算に

関する条例の改正でございます。資料19ペー

ジの条例の概要で御説明申し上げます。 

 主な改正内容ですが、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律の改正によりまして、

教育委員長と教育長を一本化した新教育長が

置かれることとなりました。これに伴いまし

て、恩給等の在職期間の算定について定めて

おります、いわゆる恩給通算条例に規定され

ている教育長について、法律改正前の規定に

基づく教育長にのみ適用するよう限定する必

要があるため、関係規定の整理を行うもので

ございます。 

 施行期日は、公布の日とし、平成27年４月

１日からの適用といたしております。 

 説明は以上でございます。よろしくお願い

いたします。 



第２回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（平成27年６月30日) 

 - 23 - 

 

○竹内市町村課長 市町村課でございます。 

 22ページをお願いいたします。 

 議案第５号熊本県手数料条例及び熊本県住

民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例

の制定について御説明いたします。 

 まず１、条例改正の趣旨ですが、資料記載

の関係法律の整備等に関する法律によりまし

て、住民基本台帳法が改正されることに伴

い、関係条例も改正する必要があるもので

す。 

 主な改正内容といたしましては、手数料条

例と住民基本台帳法施行条例において、住民

基本台帳法を引用している部分の規定を整理

するものでございます。 

 施行期日につきましては、改正住民基本台

帳法の施行日と同じ、10月５日としておりま

す。 

 説明は以上です。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

 

○斉藤税務課長 税務課でございます。 

 資料23ページをお願いいたします。 

 第６号議案熊本県税条例等の一部を改正す

る条例の制定についてでございます。資料26

ページの条例案の概要で御説明申し上げま

す。 

 条例改正の趣旨は、地方税法の一部改正等

に伴う改正でございます。 

 主な改正内容としまして、(1)個人県民税

でございますが、アは、所得税法が改正さ

れ、国外転出時課税制度が新設されました

が、個人県民税では、この規定による計算の

例によらないものとするというふうなもので

ございます。イは、平成28年１月以降の配当

割について、国が特別徴収義務者となること

ができるよう、改正を行うものでございま

す。 

 (2)法人事業税でございます。法人実効税

率を引き下げるため、外形標準課税に係る付

加価値割及び資本割を２年間かけて段階的に

引き上げ、かわりに所得割を段階的に引き下

げるものでございます。 

 次に、(3)地方消費税でございます。国外

事業者が国境を越えて行う電子書籍・音楽の

配信などの電子商取引に、地方消費税を課す

との地方税法改正に伴う改正でございます。 

 (4)自動車税でございます。幼保連携型認

定こども園の送迎用バスの自動車税につい

て、軽減や減免を適用するための措置を設け

るものでございます。 

 (5)は、その他規定の整理で、文言の整理

を行うものです。 

 施行期日は、(1)は、平成28年１月１日、

(2)及び(5)は、平成28年４月１日、(3)は、

平成27年10月１日、(4)は、公布の日でござ

います。 

 続きまして、資料27ページをお願いいたし

ます。 

 第７号議案熊本県工場等設置奨励条例及び

熊本県税特別措置条例の一部を改正する条例

の制定についてでございます。資料31ページ

をお願いいたします。 

 条例改正の趣旨は、山村振興法及び半島振

興法の一部改正等を踏まえまして、関係条例

の一部を改正するものでございます。 

 主な改正内容としまして、(1)、まず工場

等設置奨励条例です。 

 アは、適用工場等の対象に、農林水産物等

販売業の用に供する施設または設備を追加す

るもの、イは、地方税の不均一課税に伴う措

置の対象となる区域などが改められたことに

伴いまして、適用工場などの指定に係る規定

の整備を行うものでございます。 

 なお、この条例は、商工観光労働部が所管

しておりまして、経済環境常任委員会で審議

をされているところです。 

 次に、県税特別措置条例でございます。 

 適用工場などの指定を受けた場合に、税の

課税免除などを適用するため、条例の一部を
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改正するものです。 

 具体的には、アの過疎地域内、イの離島振

興地域内におきましては、県税の課税免除の

期限を、平成29年３月31日までの２年間延長

するもの、イの半島地域においては、対象区

域を、認定産業振興促進計画に記載された計

画区域内としまして、対象期限を、計画期間

の初日から平成29年３月31日にするなどでご

ざいます。ウの山村地域におきましては、対

象区域を、山村振興計画に記載された産業振

興施策促進区域内とし、対象期限を、計画期

間の初日から平成29年３月31日へ、対象者

を、施設または設備を新設し、または増設し

た者などに改正するものでございます。オ

は、地方税法の改正に伴いまして、特別措置

条例上の特例税率の適用期限を平成29年３月

31日までの２年間延長するものでございま

す。 

 施行期日は、(1)及び(2)とも、公布の日で

ございます。 

 説明は以上でございます。 

 

○沼川危機管理防災課長 危機管理防災課で

す。 

 32ページをお開きください。 

 ここから繰越明許になります。 

 平成26年度当初予算の防災情報通信基盤整

備事業費の繰越明許費の御報告です。 

 これは県防災行政無線の再整備を行うもの

ですが、入札手続等に不測の日数を要したた

め、３億2,500万円余を繰り越したもので

す。 

 危機管理防災課は以上でございます。 

 

○橋本私学振興課長 私学振興課でございま

す。 

 私立学校施設耐震化促進事業ですが、予算

額のうち９億1,600万円余について、平成27

年度へ繰り越しさせていただいたものでござ

います。 

 今回、繰り越し対象となったものは、幼稚

園の耐震改築５棟、高校の耐震診断２棟及び

耐震改築12棟でございます。 

 繰り越しの理由ですが、建設労働者及び資

材の不足等により、工事施工に不測の日数を

要したこと等によるものでございます。 

 私学振興課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○竹内市町村課長 市町村課でございます。 

 事業名、地方創生市町村支援事業費をお願

いします。 

 先ほど主要事業で御説明いたしました、熊

本版地方創生コンシェルジュの活動経費等、

1,500万円余でございますけれども、財源と

なる国の経済対策交付金の交付決定が本年３

月末ということもございまして、年度内の事

業執行が困難なため繰り越したものでござい

ます。 

 説明は以上です。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

○吉田企画課長 企画課でございます。 

 説明資料の33ページ、上段をお願いいたし

ます。 

 こちらも主要・新規事業で御説明しまし

た、幸せ実感まち・ひと・しごとづくり推進

事業費及び地域消費喚起・生活支援事業費の

繰越明許費の報告でございます。 

 いずれも国の経済対策に係る事業費で、県

への交付決定が本年３月末に行われたため、

全額を繰り越したものでございます。 

 以上、お願いいたします。 

 

○横井地域振興課長 同じく、33ページの中

段をお願いいたします。 

 まず、「環境首都」水俣・芦北地域創造事

業費でございます。内訳は、水俣市の高等教

育研究機関の設計及び芦北町の計石港への漁

礁設置に係る経費でございます。 
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 繰り越し理由は、いずれも事業実施場所の

選定に不測の日数を要したため、5,143万円

余を翌年度へ繰り越したものでございます。 

 続く、２段目、３段目の水俣・芦北地域水

産物販路拡大等推進事業費及び地方創生チャ

レンジ推進事業費は、いずれも国の経済対策

に係る事業費で、県への交付決定が平成27年

の３月末に行われたため、全額を翌年度に繰

り越したものでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○本田文化企画・世界遺産推進課長 資料33

ページ、下段をお願いいたします。 

 事業名、熊本の文化魅力発信事業でござい

ますが、先ほど主要・新規事業でも触れまし

たが、1,000万円につきまして、国の経済対

策に係る事業費です。交付決定が平成27年３

月末に行われたため、全額を翌年度に繰り越

したものでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○藤井交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 34ページをお願いいたします。 

 地域鉄道公衆無線ＬＡＮ整備事業費は、肥

薩おれんじ鉄道の車両に公衆無線ＬＡＮを設

置するための補助でございます。 

 次の鉄道軌道輸送対策事業費につきまして

は、線路修繕など、車両更新等に係る整備費

補助でございます。 

 ３番、大空港構想推進事業につきまして

は、阿蘇くまもと空港の拠点性向上と地域活

性化に向けた取り組みに要する経費でござい

ます。 

 いずれも国の経済対策に係る事業費でござ

いますが、県への交付決定が本年３月末に行

われたため、全額繰り越したものでございま

す。よろしくお願いいたします。 

 

○松永情報企画課長 情報企画課でございま

す。 

 同じく、説明資料の34ページ、下段をお願

いいたします。 

 県有施設無料公衆無線ＬＡＮ整備推進事業

費でございます。これは、国の経済対策に係

る事業費でございますが、交付決定が本年３

月末に行われたため、459万5,000円全額を翌

年度に繰り越したものでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○竹内市町村課長 市町村課でございます。 

 35ページをお願いいたします。 

 報告第６号、交通事故に係る専決処分の御

報告でございます。説明は、１枚おめくりい

ただいて36ページでお願いいたします。 

 職員による交通事故の和解及び賠償額の決

定についてですが、資料記載のとおり、八代

にございます県南広域本部の振興課の職員

が、打ち合わせに訪れました八代商工会議所

の駐車場におきまして、後方の普通乗用車に

衝突した事案でございます。 

 停車中の車への衝突のため、過失割合が10

0％となり、４万4,826円を賠償しておりま

す。 

 賠償は、県が加入しております損害賠償保

険で対応しておりますが、事故防止の取り組

みといたしまして、県南広域本部全職員への

注意喚起と交通安全研修を５月に行い、組織

を挙げて交通安全に取り組んでおります。 

 報告は以上です。どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

 

○髙野洋介委員長 以上で執行部の説明が終

了しましたので、付託議案等について質疑を

受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。――なければ、これ

で付託された議案等に対する質疑を終了いた

します。 

 それでは、ただいまから本委員会に付託さ

れました議案第１号から第７号までについ
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て、一括して採決したいと思いますが、御異

議ありませんか。 

  （「異議なし」「１号、５号、６号につい

ては挙手採決でお願いします」と呼ぶ

者あり） 

○髙野洋介委員長 それでは、一括採決に反

対の表明がありました議案第１号、第５号、

第６号について、挙手により採決いたしま

す。 

 原案のとおり可決することに賛成の委員の

挙手を求めます。 

  （賛成者挙手） 

○髙野洋介委員長 挙手多数と認めます。よ

って、議案第１号、第５号、第６号は、原案

のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、残りの議案第２号外３件について、

一括して採決したいと思います。 

 原案のとおり可決することに御異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○髙野洋介委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第２号外３件につきましては、

原案のとおり可決することに決定いたしまし

た。 

 次に、本委員会に付託された請願、請第２

号を議題とし、これについて審査を行いま

す。 

 請第２号ゆうちょ銀行及びかんぽ生命保険

について国への意見書提出を求める請願につ

いては、国レベルの問題でありますので、執

行部からの説明は省略いたします。 

 請第２号について、何か御意見はありませ

んか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○髙野洋介委員長 なければ、採決に入りま

す。 

 請第２号について、いかがいたしましょう

か。 

  （「採択」「不採択」と呼ぶ者あり） 

○髙野洋介委員長 採択についてお諮りいた

します。 

 請第２号を採択とすることに賛成の委員の

挙手を求めます。 

  （賛成者挙手） 

○髙野洋介委員長 挙手多数と認めます。よ

って、請第２号は、採択とすることに決定い

たしました。 

 ただいま採決をいたしました請第２号は、

国に対して意見書を提出してもらいたいとい

う請願であります。 

 そこで、意見書(案)について、事務局から

配付させます。 

  （事務局配付） 

○髙野洋介委員長 意見書は、この案のとお

りでよろしいでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○髙野洋介委員長 御異議なしと認めます。 

 この意見書を、委員会として委員長名をも

って議長宛てに提出したいと思います。 

次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○髙野洋介委員長 御異議なしと認め、その

ように取り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から、川辺川ダム問題について、報

告資料の提出があっておりますが、時間の関

係で説明は省略したいと思います。 

 この件について、質疑はありませんか。 

 

○山本伸裕委員 五木の振興策についてもこ

この中に触れられておりますが、やっぱり五

木の振興の大きなポイントは、97％が山林で

占められているように、やっぱり林業が非常

に大きなポイントになるんじゃないかという

ふうに思うんです。 

 それで、五木の村づくり計画というのを私
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いただきましたですけれども、この中でも触

れられておりますし、この五木村の振興の27

年度実施計画の中でも触れられております

し、先日、和田村長からお話があったんです

けれども、中間土場の整備の問題ですね。土

場がないことで、非常に今木材の流通を図る

上で困った問題が出ていると。 

 具体的には、Ａ級、Ｂ級、Ｃ級という木材

のランクがありますが、その仕分け作業に非

常に無駄なコストがかかっているとか、相

良、深田のほうまで木材をまとめてトラック

で持っていって、そこで仕分け作業をやらな

ければならないとか、非常にコスト的に効率

の悪い状況になっているということなんです

ね。 

 それで、やっぱり品質のよい木材を効率的

に仕分けをして流通させていくというような

ことで、この中間土場の整備というものが、

非常にやっぱり村としては期待をしていると

ころだというような御意見がありました。 

 それで、五木村の再生については、長年ダ

ムに翻弄されて、そして、やっぱり人口も非

常に著しく減尐が続いておりますし、そうい

う点では非常に厳しい状況の中で五木村の再

生を図らなければならないということで、

国、県挙げて支援を行ってきているわけです

けれども、やっぱり非常に５年、10年といっ

た長い期間の支援も必要であろうかというふ

うに思います。  

 それで、この中間土場の整備についても、

ぜひ県として積極的にその運営なんかについ

ても支援や助言などを行っていく必要がある

んじゃないかというふうに思いますが、いか

がでしょうか。 

 

○水谷川辺川ダム総合対策課長 川辺川ダム

総合対策課でございます。 

 御質問の中間土場の整備ですけれども、昨

年度、蒲島知事が五木村を訪問された際、中

間土場の整備について、一生懸命やっていき

ますというふうに言及されまして、その後、

農林水産部を中心に、今年度末の整備に向け

て、今鋭意準備をしていただいているところ

でございます。 

 

○山本伸裕委員 県のほうでは、具体的な財

政の支援であるとか、そういったところでの

施策は予定されているんでしょうか。 

 

○水谷川辺川ダム総合対策課長 農林水産部

のほうで、実際、事業をされる事業者の方へ

のいろんな運営に関する経費とか、そういっ

たあたりの補助を予算計上しているところで

ございます。 

 

○山本伸裕委員 それで、やっぱり村長から

伺ったのが、八代港あるいは水俣港から中国

向けに木材なんかが出荷されているんだけれ

ども、大半が鹿児島の資材らしいんですよ

ね。五木の木材というのは、非常に品質がい

いんだけれども、コスト的に負けてしまって

いるというようなことで、やっぱり品質のい

い木材を安いコストで流通に乗せていくとい

うようなことが、やっぱり林業を基盤として

五木村の再生を図る上では非常に重要なとこ

ろではないかというふうに思いますので、ぜ

ひ今後とも引き続き支援をお願いしたいとい

うふうに思います。 

 以上です。 

 

○髙野洋介委員長 ほかに質疑はありません

か。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○髙野洋介委員長 なければ、これで報告に

対する質疑を終了いたします。 

 次に、その他で何かありませんか。 

 

○西聖一委員 済みません、ちょっと全く見

当違いな話を聞きますけれども、今国のほう

で朝型勤務を推進するということで動いてい
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るんじゃないかと思います。県のほうも、何

か取り組むというお話を聞いていますが、そ

れについて何か御報告いただければと思いま

す。 

 

○青木人事課長 今委員からお話があったと

おり、国で朝型勤務を推進するということで

ございますが、県においても、熊本の暑い中

で、朝夕の時間を有効活用し、ワーク・ライ

フ・バランスを確保するという観点から、あ

す７月１日から朝型勤務を始めることとして

おります。 

 具体的には、通常の８時半からの勤務、こ

のほかに７時半からの勤務と８時からの勤務

をふやすと、選択肢をふやすということでご

ざいます。 

 

○西聖一委員 強制はしないということで、

職員の希望に合わせてとは聞いております

が、逆に、県民が、そういうことであれば７

時半に来庁するとか電話をするとか、そうい

うふうなときの対応はどうなっているんでし

ょうか。 

 

○青木人事課長 県民への周知ということで

すけれども、それについては、確かに県民の

方に大きくそれをお知らせしているわけでは

ございませんので、それは、例えば７時半な

り８時半なり、お問い合わせがあったとして

も、対応ができるような体制は、それぞれの

所属でとっていきたいというふうに考えてお

ります。 

 

○西聖一委員 そういう点は十分配慮しては

もらうんでしょうけれども、やっぱり結果的

には県庁は７時半から５時半まではあけてお

かないけないような状況になるし、逆に、４

時半で切り上げる職員がすっと帰っていくの

を県民、市民が見たとき、どうかなというと

ころもやっぱり心配するものだからですね。

周知するなら、ちゃんと周知していただかな

いと、誤解する県民、市民が出てくるんじゃ

ないかなと思いますけれども。 

 

○青木人事課長 委員御指摘のことも踏ま

え、対応を考えていきたいというふうに思い

ます。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにありませんか。 

 

○岩下栄一委員 全くその他のその他でよご

ざいますかね。 

 

○髙野洋介委員長 はい。 

 

○岩下栄一委員 文化企画ですけれども、ま

た済みませんね。 

 昨年度の最後の委員会でもちょっと申し上

げたんですけれども、人事異動でみんなかわ

んなはったものだから。県民百貨店が、そろ

そろ取り壊しになると。県民百貨店の西側の

壁に、元田永孚と言うんですかね、教育勅語

を起草した元田永孚の記念碑があって、だか

ら、県民百貨店が取り壊されると、その記念

碑も一緒に取り壊されるんじゃないかなとい

うふうに危惧しているんですけれども。 

 私は、教育勅語は何であったかよくわかり

ませんが、元田永孚という人は、熊本の生ん

だ非常にすぐれた漢学者であったと。その人

の生誕の地記念碑か何かよくわかりませんけ

れども、大きなやつがあるんですね。それが

県民百貨店の西側の壁にぴたっと、その場所

にあったものだから、そこに建築されたんで

すけれども、その保存をという声が教育振興

会とかいろんな団体から出ておりまして、そ

れについてはどう考えておられるかなと思っ

ておるんですけれども。まあ、教育委員会か

もしれませんけれどもね。 

 

○本田文化企画・世界遺産推進課長 お話を
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お聞きしまして、どこのほうが所管だろうか

ということで確認いたしまして、実際に建て

たのは、たしか教職員の団体、組合といいま

すか、そういう団体が最初の設置はされてい

るんじゃないかというようなことでございま

したが、市の文化担当部署のほうに確認いた

しまして、市として、それを設置してあると

いうのは把握しているということで、保存に

ついても検討したいということで聞いており

ます。 

 ただ、その後ちょっと確認しておりません

ので、再度確認しておきたいと思います。 

 

○岩下栄一委員 教職員組合じゃなくて、あ

れは何か明治時代の熊本県教育会か何かいう

組織が建てたんですけれども、要するに、文

化遺産と言えるかどうかわかりませんけれど

も、歴史的な意味は持っていると思うんです

ね。だから、ぜひ保存のほうをお願いしたい

と思いますけれども。 

 

○髙野洋介委員長 要望でいいですか。 

 

○岩下栄一委員 はい。 

 

○青木人事課長 先ほど、西委員の御質問に

対して尐し言葉足りませんでしたので、補足

をさせていただきます。 

 ８時半から17時15分、これが勤務の基本で

ございまして、窓口の対応時間、これは、こ

れを変更するものではございません。ただ、

事実上、例えばそれ以前に電話等かかってく

れば対応するとかいうことは今も行っており

ますので、そういう意味で先ほど申し上げた

ところでございます。 

 以上、補足でございます。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにありませんか。―

―なければ、以上で本日の議題は終了いたし

ました。 

 最後に、陳情書等が９件提出されておりま

すので、参考としてお手元に写しを配付して

おります。  

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

  午前11時54分閉会 
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